
【生活保護受給世帯の方へ】

クラブ活動費，学習塾費等に御活用ください。
    なお，具体の活用方法については，担当する社会福祉事務所等と十分に相談してください。

    生活保護受給世帯については，生活保護における生業扶助（高等学校等就学費）で給付されない修学旅行費や

「対象世帯と支給額」確認シート

高校生等は平成２６年４月１日以降に高等学校等就学支援金対象校に入学しましたか？

該当しません

保護者等の居住地の都道府県に
お問合せください

該当しません

該当しません

「生活保護
（生業扶
助）受給世
帯」の支給
額です。

「非課税世
帯」で，通信
制，専攻科の
高校生等につ
いては，「通
信制」「専攻
科」の支給額
です。

「非課税世帯」
で，「第２子以
降」の支給額で
す。

NO

YES

YES

NO

YES

YES

令和６年４月１日現在，保護者等の居住地は鹿児島県ですか？

YES

令和６年４月１日から、学校に在籍していますか？

YES NO

保護者等全員の「道府県民税所得割及び市町村民税所得割額」が非課税ですか？
または令和５年１月以降に家計急変による経済的理由から保護者等全員の道府県民税所得

及び市町村民税所得割額が非課税に相当しますか？

NOYES

令和６年４月１日現在、生活保護（生業扶助）を受給していますか？

対象となる高校生等は通信制又は専攻科の高校生等ですか？

対象となる高校生等のほかに１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の扶養されてい
る兄弟姉妹がいますか？

【１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の兄弟姉妹とは，生年月日がH１３.７.３〜H２１.７.２の方】

NO

NO

NO

YES NO

対象となる高校生等は１人ですか？

「非課税世帯」で，１人目の高校生等は
「第１子」，２人目以降の高校生等につい
ては「第２子以降」の支給額です。

「非課税世帯」で，
「第１子」の支給額
です。

問合せ先 鹿児島県総務部学事法制課私立学校係

〒890－8577 鹿児島市鴨池新町１０番１号 ☎０９９（２８６）２１４６

（ホームページアドレス）https://www.pref.kagoshima.jp/ab04/kyoiku-bunka/school/shiritu/kyuhukin.html

鹿児島県私立奨学給付金 検 索 クリック

https://www.pref.kagoshima.jp/ab04/kyoiku-bunka/school/shiritu/kyuhukin.html

